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本研究では，気候変動対策の計画策定プロセスを対象に海外および国内の自治体での事例を調査し，市

民討議会などの市民参加の実施状況を検討した．海外では先進的な事例を調査し，市民討議会を通して市

民間での議論の成果が勧告としてまとめられていたり，公休の設定など市民参加を促すための仕組みがあ

るなどの様子がわかった．国内では環境省の調査において「一般住民同士が意見交換するワークショッ

プ・会議等への参画・関与」を実施していると回答したのは 31 団体のみであり，それらに対しホームペ

ージやヒアリング調査を通して取組の内容を調べたが，公募による市民が参画するワークショップや審議

会の実施が主で無作為抽出など幅広い層の市民を対象とした事例は 2 件のみであり，多様な市民同士が意

見交換をする場はほとんど設定されていなかった． 
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1.  はじめに 

 

自治体における市民参加のプロセスとしては，審議会

や関係者会議など代表者が参加するもの，パブリックコ

メントやアンケートを通して多くの市民から意見を集め

るもの，市民説明会や地域ヒアリング，ワークショップ，

市民討議会といった一部の市民を対象に実施するものな

どさまざまな方法があり，それぞれ長短がある． 

これまで自治体においては，市民生活に直結する身近

な課題の解決に当たっては市民参加が重要視されてきた

ものの，気候変動問題は市民にとって身近な問題とは認

識されておらず，市民参加は必ずしも進んでいなかった．

特に日本においては市民の気候変動への危機感の薄さや

気候変動政策への負担感の大きさが指摘されており 1)，

市民参加のプロセスを通して気候変動政策への社会的な

受容性や納得感の醸成が重要であるものと考えられる． 

市民との合意形成や協働を進めるためには，多様な意

見を有する幅広い市民の参加が有効である．しかし，パ

ブリックコメントや説明会などに代表されるこれまでの

大多数の市民参加の方法では，関心のある関係者や住民

からの意見を得ることはできるが，当該問題にあまり関

心がない又は意見を積極的に表明しない人々の選好や意

見を得ることができないことが課題であった．それに対

し，市民討議会はドイツで住民自治の手法として行われ

ているプラーヌンクスツェレ（Planungszelle，以下「PZ」

という．）を参考にしている市民参加の手法で，近年イ

ギリスやフランスなどの欧州諸国において気候市民会議

として開催されているほか 2)，2005 年頃から日本でも一

部の自治体において都市計画関連の課題に対して導入さ

れている 3)．これは無作為抽出によって選出された市民

に報酬を支払ったうえで参加してもらい，設定されたテ

ーマに対して専門家からの情報提供を受けながら少人数

で討議を行い，最終的に結論を市民答申という形で公開

するもので，多様な意見を有する幅広い市民の意見を議

論に反映できることや，参加者には限定されるものの当

該テーマについての理解促進につながるなどの利点を有

している． 

本論では，気候変動対策の計画策定プロセスを対象に，
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海外および国内の自治体の事例調査を実施した結果から，

市民討議会などの市民参加の実施状況や実施にあたって

の課題を検討することを目的とする．  

 

 

2. 研究方法 

 

海外の自治体については，これまで様々な地域課題に

対して市民討議会が実施されてきたドイツの都市，また

アメリカ及びカナダの気候変動対策の先進都市から表-1

に示す 6事例を対象に，表に示した参考資料等に基づい

てその実施内容や効果を調べた． 

国内自治体については，環境省「令和 3年度地方公共

団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状

況調査」注８）のQ2-5(4) ①「地域の脱炭素化実現に向けて，

地域住民の参画と協力を得るための取組の実施状況」の

質問に対して「一般住民同士が意見交換するワークショ

ップ・会議等への参画・関与」を実施していると回答し

た 31 団体を対象とした．これらの団体における地域住

民の参画と協力を得るための取組，参加人数や募集方法，

実施形式等を，当該団体の地球温暖化対策実行計画およ

び関連ホームページ，電話やメール等によるヒアリング

を通して調べた．なお，ホームページ等の調査およびヒ

アリング調査は2022年5月から7月にかけて実施した． 

 

 

3. 結果 

 

(1) 海外6事例の概要 

ベルリン市，ヘルテン市の事例は，ともに PZ を実施

したものである．ベルリン市では，2019 年に 56 名の市

民に対して 2日間をかけて次世代交通をテーマとして実

施した事例であり，主催者である次世代交通コンセプト

を開発する研究プログラムMobility 2 Gridに対し，市民報

告書「もっと地域に‐より車を少なく：ベルリン都市部

のための新しいモビリティ概念」を提示した．ここでは，

参加者を 2 つのグループ（セル）に分け，2 日間で 8 つ

の作業ユニットに区切って議論が行われた．最初のユニ

ットは導入（手法の説明とテーマ紹介），最後のユニッ

トは総括と振り返りに充てられ，各作業ユニット開始時

には，専門家による講演や動画・実地見学等を通じて情

報提供を行い，議論すべき問いが提示された．その後参

加者は小グループに分かれ，提示された問いについて議

論を行い，グループごとに課題や提案を検討した．全体

会議では，これらの提案に対する投票や点数付けが行わ

れた．小グループはメンバーを入れ替えながら繰り返さ

れ，議論の公正性が図られていた．PZ 実施にあたって

は，職業を持つ社会人も参加できるようベルリン州教育

休暇法に基づく認定を取得し，参加者が教育休暇を取得

できるようにしている． 

ヘルテン市の事例も 2019 年に実施された事例であり，

48名の市民に対して 3日間をかけて炭鉱跡地を活用した

地域熱供給コンセプトをテーマとして実施したもので，

市民報告書「Westerholt 新炭鉱(＝炭鉱跡の新開発地)に対

する市民意見書」が提示された．こちらの事例において

も，市民が参加しやすいよう政治・生涯教育に関する休

暇の取得対象となるようにしたほか，参加経費・託児

(費用)サービスも提供していた．進め方としてはベルリ

ン市と同様の形態をとっているが，こちらは3日間で11

のテーマ別ユニットが組まれた．また，コミュニケーシ

ョン促進のためのツールや，アンケートや投票集計にタ

ブレット端末を活用するなど，市民参加イベントの円滑

な進行，効率化が図られていた． 

いずれの事例においても参加者をグループに分け，

議論の内容をより具体的にした複数の作業ユニットに分

けて，ユニットごとに議論を進めているなど，実施にあ

たってさまざまな工夫が行われていた．そして小グルー

プの議論によって得られた提案等を全体討議にて整理後，

 

表-1 対象都市（地域）とその概要 

都市・地域 対象 実施方法 参考資料 

ベルリン（独） 次世代交通 市民討議会（PZ） 注1), 注2) 

ヘルテン（独） 地域熱供給 市民討議会（PZ） 注3), 注4) 

ノルトラインヴェスト

ファーレン州等（独） 

風力発電立地 さまざまな実施方法についての得失

の議論 

注5) 

オークランド（米） ZEV，省エネ建築 ワークショップシリーズ 注6) 

パークシティ（米） 地域ゼロカーボン計画，次世代交

通，再エネ 

ステークホルダー・ダイアログ 注7), 4) 

バンクーバー（加） 地域ゼロカーボン計画，次世代交

通，建築 

住民討議会，ステークホルダー・ダ

イアログ 

注7), 4) 
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各参加者が投票を行うなどして優先順位付けが行われ，

これらの結果が市民の意見（勧告）としてまとめられて

いた．また，市民が参加しやすいように公的な休暇の取

得対象となるような仕組みをとっている．ドイツでは近

年，従来に増して上位レベルでの戦略策定プロセスに制

度的に，継続的な(イベントなど「点」だけではなく，

一定期間持続し複数ステップを踏む「帯」状の)市民参

加を組み込む傾向が見られる． 

ノルトラインヴェストファーレン州等における風力

発電立地の事例では，環境アセスメントなどの公式の手

続として行われる市民参加プロセスのほかに，非公式で

行われる「情報提供」，「対話」，「共同意思決定」な

どの様々な市民参加のプロセスが風力発電立地における

信頼醸成に重要であるとされている．さらに，いくつか

の風力発電施設設置事例におけるステークホルダーコミ

ュニケーションの取り方について整理した． 

オークランド市では温室効果ガス排出削減のアクシ

ョンプランである”Create a Zero Emission Vehicle (ZEV) Action 

Plan”，”Plan for All Existing Buildings to be Efficient and All-Elec-

tric by 2040”の実現に向けた住民参加型のワークショッ

プ”Decarbonization Workforce Development Stakeholder Engage-

ment Series”を 2021年に 3回実施している．このワークシ

ョップは脱炭素化に向けた活動に伴う雇用に対する市民

の懸念事項やニーズを把握することを目的にしたもので，

延べ 170名程度の市民が参加した．ワークショップの流

れは大きく分けて，イントロダクション（情報提供やゴ

ールの共有），小グループでの議論，報告・総括（とワ

ークショップが続く場合は次回に向けた方針）となって

いる．ワークショップ内容はホームページを通じて広く

公開されるとともに，得られた成果は各アクションプラ

ンに反映予定である． 

パークシティ市はユタ州にある小規模な自治体であ

るが，2030 年までに電力消費を 100%再エネ電源由来の

ものにするなどの目標を設定しており，再エネの調達，

次世代交通へのシフト，商業施設の脱炭素化などをテー

マに，関与するステークホルダーとのミーティングやイ

ベントを実施している．イベント等の実施にあたって市

の図書館を「気候変動センター」と位置付けて活用する

などの特徴がある． 

バンクーバー市では，気候非常事態宣言に伴うアク

ションプランの計画段階（2019～2020 年）において，

Pre-engagement，Active Public engagement，Post-engagementの

3 期間にわけて，さまざまなステークホルダーコミュニ

ケーションの機会を設けている．Pre-engagement の期間

（約 3か月）においては，住民や関係者のカーボンニュ

ートラルに向けた意識醸成を目的に，さまざまな会議や

ワーキンググループを開催するとともに，SNSやWebバ

ナー，ポスターやニュースレター等を通じて気候変動が

もたらす影響や対策の必要性を周知するキャンペーンを

展開している．Active Public engagementの期間においては，

19 のアクションプラン案を住民に提示し，住民がどの

ように感じるか，懸念はあるかについて意見聴取し，計

画策定に考慮すべき事項を把握している．具体的には，

オンライン調査，7 回の市民ダイアログ，10 回のステー

クホルダー・ダイアログ等様々な方法を通して市民の意

見を聴取するとともに，アクションプランについての理

解促進を図っている．Post-engagement の期間においては，

市職員や審議会メンバーなどの代表者がアクションプラ

ンの改善案について検討し，更新した内容に対して再度

住民向けのオンライン調査を行っている．このように，

アクションプランの計画にあたって戦略的に市民参加に

取り組んでいるところが特徴であった． 

 

(2) 国内自治体の事例調査 

環境省の調査注８）では，地方公共団体実行計画の区域

施策編の策定済み団体は 577団体あり，「住民の学びの

場の創出，情報発信」を実施している団体が 240 団体

(42.0%)，「地域住民参加型の体験イベント等の開催」を

実施している団体が 169 団体(29.6%)，「地域の協議会・

会議への住民参加」を実施している団体が 88 団体

(15.4%)，そして「一般住民同士が意見交換するワークシ

ョップ・会議等への参画・関与」を実施している団体が

31団体(5.4%)であった． 

31団体の内訳は，都道府県が2団体，政令指定都市が

4 団体，中核市が 5 団体，施行時特例市が 1 団体，その

他人口 10万人以上の市区町村が 9団体，人口 10万人未

満の市町村が 10 団体となっており，区域政策編の策定

義務がある 152団体（都道府県，指定都市，中核市及び

施行時特例市）に対しては12団体(7.9％)が該当していた． 

ヒアリング調査については 1 団体を除き 30 団体から

具体的な取り組みの情報が得られた．1 団体においても

「一般住民同士が意見交換するワークショップ・会議等

への参画・関与」に該当すると思われる取り組みが複数

あるケースもあるため，全体で 33 件の取組の情報を入

手したが，そのうち「審議会」と名がつくものが 9件，

「ワークショップ」や「協議会」のように議論が主たる

内容と考えられるものが 13 件，「講演会」や「講座」

が主となっているものが 5件，その他「連絡会」など会

合的なものが 4件，アドバイザーやモニター制度として

実施しているものが 2件であった．なお，団体の規模に

よる傾向は特になかった． 

ヒアリング調査において参加人数について確認でき

たものについては，「審議会」では数名といった少数の

ケースが多いが，ワークショップや協議会などでは数十

名から 100名を超える参加者を集めているケースもあっ

た．参加者の募集方法について情報が集まった 32 件の
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うち，26 件がホームページ等による公募を，12 件が地

域団体等からの推薦を行っていた．また無作為抽出によ

り参加者を集めている事例は 1件のみであった．なお環

境省の調査注８）では，31 団体のうちホームページ等によ

る公募は 20団体，地域団体による推薦は 13団体，無作

為抽出は 2団体が回答しておりヒアリング調査と若干異

なる数字となったが，多数の団体がホームページを通じ

て公募している状況であった．  

また環境省の調査では，この 31 団体については市民

参加に関わる他の項目も実施している割合が高めとなっ

ており，それぞれ「住民の学びの場の創出，情報発信」

（24 団体：77.4％），「地域住民参加型の体験イベント

等の開催」（22 団体：71.0％），「地域の協議会・会議

への住民参加」（17 団体：54.8%）であった．市民参加

に積極的な団体においてさまざまな形での市民参加の試

みが行われていることが分かった． 

 

 
4. おわりに 

 

国内の自治体においては気候変動対策への計画策定時

への市民参加はまだ限定的である．最近は，札幌市注９）

や川崎市注１０）などにおいて気候市民会議の取組が行わ

れているが，特に無作為抽出等で選ばれた多様な市民同

士が意見交換を行って合意形成を図っていくような取り

組みはまだ少ない状況である． 

また限定的な調査ではあるものの海外の事例ではさま

ざまな形で市民参加が図られており，ドイツなどでは市

民が参加するための教育休暇といった制度が整備されて

いた．一方で，市民討議会のような参加の形式は，実施

者側には手間がかかり，かつノウハウが必要であること

が示唆された． 

今後，多くの自治体が気候変動対策の計画策定や改訂

を行っていく過程において，市民の参加がますます求め

らえていくことになるが，さまざまな市民参加の方法の

特徴をふまえたうえで，これらを効果的に組み合わせて

実施していくことが求められていくものと思われる． 
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NOTES 
注1) nexus Institut für Kooperationsmanagement und inter-

disziplinäre Forschung e. V.. Planning cells database, 
https://www.planungszelle.de/en/database/． 

注2) Mobility2grid, “Mehr Kiez – weniger Auto: Neue Mobili-
tätskonzepte für Stadtviertel in Berlin” 
https://mobility2grid.de/wp-content/uploads/Forschung-
scampusM2G_Buergergu-
tachten_Mehr_Kiez_weniger_Auto_2020.pdf, 2020. 

注3) nexus Institut für Kooperationsmanagement und inter-
disziplinäre Forschung e. V..  Bürgerdialog – ein Gesell-
schaftskonzept für die „Neue Zeche Westerholt“ in 
Herten/Gelsenkirchen (Herten), https://pzdb.nexusinsti-
tut.de/cells/74. 

注4) University of Wuppertal, BÜRGERGUTACHTEN - ZUR 
ZEUEN ZECHE WESTERHOLT, http://www.idpf.eu/wp-con-
tent/uploads/2020/09/buergergutachten-westerholt-online-version.pdf , 
2020. 

注5) ドイツ風力発電協会(Bundesverband WindEnergie e. V. 
(BWE)) “Gemeinsam gewinnen ‒ Windenergie vor Ort- 
Ein Grundlagenpapier zu den Themen Wertschöpfung, 
Bürgerbeteiligung und Akzeptanz”, https://publikationen.wind-
industrie-in-deutschland.de/document/download/60797084/6a3b7-
d339b-9290f-1ce34-11ae3-92131-63c20-0a79a  , 2018. 

注6) City of Oakland, Toward A Just Green Economy, 
https://www.oaklandca.gov/projects/toward-a-just-green-
economy. 

注7) Linton, S., Deep Decarbonization in Cities: Pathways, 
Strategies, Governance Mechanisms and Actors for Trans-
formative Climate Action, Master’s thesis, University of 
Waterloo, 2020. 

注8) 環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推

進に関する法律施行状況調査結果（令和 3 年 10 月 1
日現在）」，

https://www.env.go.jp/earth/dantai/r031001/r031001.html 
注9) 気候市民会議さっぽろ 2020，

https://citizensassembly.jp/project/ca_kaken 
注10) 川崎市地球温暖化防止活動推進センター：脱炭素か

わさき市民会議，

https://www.cckawasaki.jp/kwccca/citizen.html 
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Status Quo of Implementation of Planungzelle in Municipal Climate Action Plans 
 

Toshiya ARAMAKI, Yoshiomi OTSUKA, Ai HIRAMATSU, Naohiro GOTO,  
Chigusa HANAOKA and Jun MITSUHORI 

 
In this study, citizen participation in the planning process of climate change actions is surveyed for over-

seas and domestic municipalities, and the status of implementation of citizen participation such as citizen’s 
discussion meetings, including Planungzelle. The survey of advanced cases overseas revealed that the re-
sults of discussions among citizens in Planungzelle were compiled into recommendations to the municipal-
ities, and that there were mechanisms to promote citizen participation such as the establishment of sabbat-
ical leaves. In Japan, only 31 organizations responded to the Ministry of the Environment's survey that they 
"participate in workshops and meetings where the general public exchanges opinions," then the details of 
their efforts were examined through their websites and interview surveys. However, only two cases were 
conducted with a variety of citizens, such as by random sampling, and almost no opportunities were pro-
vided for diverse citizens to exchange opinions with each other in the planning process of climate change 
actions in municipalities. 
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